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豊島区福祉（介護）サービス第三者評価受審費用助成要綱 

平成１８年１２月２８日 

保健福祉部長決定 

 
制定  平成１７年７月２９日 

全部改正 平成１８年１２月２８日 

改正  平成２０年３月１４日 

改正   平成２３年７月８日 

改正   平成２５年４月１日 

改正  平成２６年２月１４日 

改正 平成２６年１１月１４日 

改正 平成２７年１０月２２日 

改正  平成２９年５月３０日 

改正  平成３１年４月２６日 

改正    令和４年４月１日 

改正    令和６年４月１日 

改正   令和８年５月２５日 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護サービス事業者（以下「事業者」という。）がサービスの質の向

上を図るために受審する福祉サービス第三者評価または外部評価について、その受審費用

の全部または一部を豊島区（以下「区」という。）が助成することにより、介護サービス

に係る福祉サービス第三者評価及び外部評価の普及・促進、もって利用者本位の福祉の実

現を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。 

（助成対象事業） 

第２条 助成対象となる事業は、第３条に定める事業内容に基づいて行われる福祉サービス

第三者評価受審事業とする。 

（助成対象事業者） 

第３条 助成を受けることができる事業者は、別表１から別表３までに掲げる事業者で、次

の要件をすべて満たす事業者でなければならない。 

(1) 営利法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人等法人格を有する事業者であ

ること。 

(2) 東京都又は区の指定を受けている介護サービス事業者であること。 

(3) 事業所の所在地が区内にあること。 
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(4) 申請月の初日において区の被保険者の利用があること。 

(5) 東京都福祉サービス評価推進機構（以下「推進機構」という。）が認証した評価機

関（以下「認証評価機関」という。）の実施するサービス評価を受審し、第三者評価の

結果を推進機構に報告し、かつ推進機構が評価結果を公表することに同意すること。ま

た、サービス評価結果に基づいてサービスの改善課題と改善のための取組みをまとめ、

区に報告すること。 

(6) 別表１から別表３までの事業を行う事業者については、サービスの改善課題と改善

のための取組みの公表も含めて、区が指定する評価結果の公表方法（以下「区指定の公

表方法」という。）に同意すること。 

(7) 特別養護老人ホームは、東京都が各年度で定める東京都特別養護老人ホーム経営支

援補助金交付により、東京都から直接第三者評価受審の補助を受けていないこと。 

（助成金の交付額） 

第４条 助成金の限度額は、１事業所に対し別表１から別表３までに掲げる額とする。また、

区内にサテライト事業所を有する事業所については、別表１から別表３までに掲げる額に

本体事業所とサテライト事業所の合計数を乗じた額とする。ただし、区の予算の範囲内で

行われるものであり、また1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

（助成の申請） 

第５条 助成金の交付を希望する事業者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる事項を

記載した第三者評価受審費用助成金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添付し区長に

提出しなければならない。 

(1) 申請者（事業者）の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職

名 

(2) 事業所名 

(3) 対象サービス名 

(4) 事業者番号 

(5) 事業所の所在地 

(6) サテライト事業所名 

(7) 法人の種類 

(8) 契約を予定している認証評価機関名 

(9) 第三者評価受審に係る費用（予定金額） 
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(10) 助成申請額 

(11) 助成金の使途 

(12) サービス評価受審実施予定期間 

(13) 申請月の初日における利用者の状況 

(14) 受審結果の公表及びサービス改善計画提出への同意 

(15) 事業所の連絡先（担当者の職氏名及び電話番号） 

また、申請時に支払金口座振替依頼書（第８号様式）を提出しなければならない。 

（助成の決定等） 

第６条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、助成金の交付の可否を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、次に掲げる事項を記

載した通知書により、申請者に通知する。 

(1) 対象サービス名 

(2) 事業所名 

なお、第三者評価受審費用交付決定通知書（第２―１号様式）には交付決定額を、第

三者評価受審費用不交付決定通知書（第２―２号様式）には不交付の理由を付して通知

する。 

３ 前項の規定により助成の決定を受けた事業者（以下「交付決定事業者」という。）は、

助成の決定を受けた後に、申請書の内容に変更等があったときは、次に掲げる事項を記載

した第三者評価受審費用助成（変更・取り下げ）申請書（第３号様式）を、支払口座振替

依頼書の内容に変更等があったときは、支払金口座振替依頼書（第８号様式）を、速やか

に区長に提出しなければならない。 

(1) 申請者（事業者）の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職

名 

(2) 事業所名 

(3) 対象サービス名 

(4) 事業所の所在地 

(5) サテライト事業所名 

(6) 法人の種類 

(7) 契約を予定している認証評価機関名 

(8) 第三者評価受審に係る費用（予定金額） 
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(9) 助成申請額 

(10) サービス評価受審実施予定期間 

(11) 申請月の初日における利用者の状況 

(12) 申請の取り下げ理由 

(13) 事業所の連絡先（担当者の職氏名及び電話番号） 

（実績報告） 

第７条 交付決定事業者が、認証評価機関からサービス評価の結果の報告を受けたときは、

次に掲げる事項を記載した第三者評価受審実績報告書（第４号様式）に必要書類を添付し、

速やかに区長に報告しなければならない。 

(1) 申請者（事業者）の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職

名 

(2) 対象サービス名 

(3) サービス評価を受審した事業所名及び所在地 

(4) サービス評価を委託した認証評価機関名 

(5) 前号の機関とのサービス評価受審に係る契約に要した費用の総額 

（助成金の確定及び交付） 

第８条 区長は、前条の第三者評価受審実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

するものとする。 

２ 区長は、前項の審査の結果、助成金の交付を決定したときは、次に掲げる事項を記載し

た第三者評価受審費用助成金交付決定確定通知書（第５号様式）により、申請者に通知す

る。 

(1) 対象サービス名 

(2) 事業所名 

(3) 確定した助成金の額 

(4) 特記事項 

３ 前項の規定により、助成金の交付決定確定通知を受けたときは、次に掲げる事項を記載

した第三者評価受審費用助成金交付請求書（第６号様式）により、区長に請求することが

できる。 

(1) 請求金額 

(2) 申請者（事業者）の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職

名 
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(3) 対象サービス名 

(4) 事業所名 

４ 区長は、前項の請求があったときは、審査の上、助成金を交付する。 

（決定の取消し） 

第９条 第６条第２項による補助金の交付決定を受けた事業者が、第三者評価を受審しない

ときは、区長は助成金の交付決定を取り消す。 

２ 区長は、助成金の交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した第三者評価

受審費用助成決定取消通知書（第７号様式）により、取り消しの理由を付して当該受審費

用助成決定者に通知する。 

(1) 交付決定額 

(2) 対象サービス名 

(3) 事業所名 

（調査の実施） 

第10条 区長は、適正な助成金交付のために必要と認めるときは、申請者に対し、文書等

の提示または提出を求めることができる。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成18年12月28日から施行する。 

２ この要綱の施行前に、この要綱による改正前の豊島区福祉（介護）サービス第三者評価

受審費用助成要綱の規定によりした処分、手続きその他の行為は、この要綱による改正後

の豊島区福祉（介護）サービス第三者評価受審費用助成要綱の規定によりした処分、手続

きその他の行為とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年10月22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

別表１ 

助成対象事業 1事業所当たりの助成限度額 

指定訪問介護事業 対象経費の1／2と165,000円のうちいずれか

低い方の額 指定通所介護事業 

指定訪問入浴介護事業 

指定訪問看護事業 

指定短期入所生活介護事業 

指定居宅介護支援事業 

別表２ 

助成対象事業 1事業所当たりの助成限度額 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

600,000円

介護老人保健施設 
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別表３ 

助成対象事業 1事業所当たりの助成限度額 

指定地域密着型通所介護事業 330,000円

指定認知症対応型通所介護事業 

認知症対応型共同生活介護 365,000円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 
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